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はじめに
　環境問題や資源枯渇問題の解決に向け
て、日々の生活で使用するエネルギーを地
域内で地産地消する取り組みが増えてい
る。資源の乏しい日本において、再生可能
エネルギーを有効活用する、エネルギーの
自給自足は喫緊の課題である。
　本研究では、数ある再生可能エネルギー
の中でも、水力に着目した。水力は、発
電出力で区分（1）されており、本研究では
1000kW以下の小規模の小水力発電を取り
扱う。
　水力をエネルギー源として取り扱う背景
には、未利用が多いこと、天候の影響をあ
まり受けないこと、日本の地形が水力発電
に効果的（2）であることから、安定的な稼働
が期待できるからである。他にも、流量と
落差がある程度あれば導入が可能である。
また、簡易タイプであれば河川、処理排水
利用、湧水、農業用水などへの導入が容易
なことも魅力である。
　本研究の問題意識は、再生可能エネル
ギーの生産と利用、地域資源の利活用を通
じたまちづくりへの展開を期待し、小水力
発電の導入による関連する地域や集落の住
民などの反応から、地域再生に向けたまち
づくりの影響を考察する。このことを踏ま

え、地域資源や地域や集落住民の関わりが
深い、農業用水への小水力発電の導入事例
を取り扱い、段階的に分析する。
　次に地域資源としての側面から、水資源
の利用と管理をみていく。
　農業用水路内を通水する資源としての水
は、人の生活や農業生産を通じた利用と管
理により、脈々と次世代へ受け継いできた
地域資源である。そのため、個人の利益の
みを優先とした資源利用は排除され、地域
全体の公益的な利用に加え、適切な維持管
理を行ってきたのである。農業用水を取り
巻く地域との関係性は、離農による非農家
や兼業農家の増加が顕在化したことで、農
業用水の位置付けの他に、地域用水機能や
親水空間としての多面的機能の評価が高
まっている。特に、都市近郊農村では貴重
な学習の場であり、生活を潤す地域用水と
しての機能に期待が集まっている。親水整
備による住民と水路の関係構築や近年の若
手農業者の減少による、水管理技術のノウ
ハウ継承への危機感などから、農業生産利
用以外の多角的な利活用方法を視野に入れ
て、適切な維持管理方法を検討することが
求められている（3）（4）。
　農業用水路内に小水力発電を導入する主
体としては、行政、地域やコミュニティ、
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NPO、土地改良区、農業協同組合、住民（農
家）などがみられるが、まちづくりへの波
及に向けて導入されるケースは、地域やコ
ミュニティ、住民（農家）、まちづくりに
取り組むNPOなどの主体が多い。
　農村集落とNPOが協働で、地域存続に
向け小水力発電を導入した岐阜県郡上市石
徹白地区の事例では、公共性を持たせた電
力活用とまちづくりへの波及を電力用途に
していた（5）。地域住民が主体的にまちづく
りへ参加し、地域の課題解決を図る奈良県
吉野町殿川地区と三茶屋地区の事例では、
過疎化や農林業の衰退などを解決するため
に電力を使用している（6）。
　以上のことから、地域内の課題に向き合
い小水力発電を導入し、電力を活用するこ
とで課題解決を図っていきたい。一般的に
規模が小さく、経済性が乏しいことから売
電収益を期待せず、地域内での消費が望ま
しい。地域内のみで発電された電力を消費
する場合は、地域内を熟知した住民（農家）
と導入主体の関わり方が重要な視点とな
る。しかし、地域資源を活かした取り組み
は、個人では限界がある。地域単位で小水
力発電を導入することで、地域内に利潤を
誘導することができ、効果が大きくなると
指摘されている（7）。
　小水力発電を導入することは、水資源を
活用しなければならないことから、地域と
の関わり方や合意過程を明確にすることが
大事である。エネルギーの生産と消費の過
程に、地域としての意思を反映させること
が重要である。
　先行研究には、小水力発電の導入を位置
付け、地域再生、課題解決の役割などを言
及しているが、小水力発電の導入に向けた
過程や諸条件などは、あまり触れられてい

ない。本研究では、小水力発電が導入され
た 4事例に着目し、導入の目的や期待され
る成果、今後のまちづくりに向けた活用状
況や展開、受け入れた地域の反応、導入の
諸条件などを明らかにした。これらを踏ま
えて、地域の意思である関わり方や電力用
途によるまちづくりへの影響を考察する。

1．小水力発電の導入事例の概要
　本研究で取り扱った、4つの小水力発電
の導入主体と導入を受け入れた地域の概要
を整理する。
　①は、三重県多気郡多気町の水土里ネッ
ト立梅用水土地改良区である。土地改良区
が、自主事業として管理している、農業用
水路内に導入した。三重県多気町は、農家
の高齢化や担い手不足により、耕作放棄地
が増加し問題となっている。地域経済の低
迷に加え、地域社会として生活の質的転換
が進むなかで、危機感を抱いた地域住民と
農家は、地域農業と生活を見直すために、
非農家であっても身近な農業用水に関心を
持てるまちづくりを推進してきた。慣行水
利権の立梅用水は、農業用水であることか
ら、日常生活にも使用されてきた。そのた
め、地域用水として、農閑期でも通水して
きた。年中通水していることから、立梅用
水に小水力発電を導入し、発電された電力
を活用した地域活性化に向けたまちづくり
を進めたのである。
　②は、愛知県蒲郡市の蒲郡市土地改良区
である。再生可能エネルギーの活用を推進
したい蒲郡市が、同じく再生可能エネル
ギーの導入計画を推進する愛知県の環境政
策に呼応し、蒲郡市土地改良区が維持管理
する慣行水利権の豊川用水大内支線大内揚
水機場内に導入している。蒲郡市は、温暖
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な気候でみかん生産が盛んなことから、冬
場も農業用水を利用する。年間を通じて豊
富な水量が確保されることも、導入の後押
しとなった。
　③は、愛知県新城市の鞍掛山麓千枚田保
存会および四谷集落と連合集落である。再
生可能エネルギーの導入計画を推進する愛
知県が、愛知県内初の事例として農業用水
路へ導入を進めてきた。導入したのは、観
光名所である四谷千枚田の棚田を潤す、鞍
掛山からの湧水である慣行水利権の農業用
水である。この場所への導入は、対外的な
アピール効果を期待してのことである。
　④は、岐阜県中津川市の旧加子母村（8）内
の小郷集落である。中津川市は、環境問題
対策において、地方行政の果たす役割が大
きいと位置付けた。環境行政を推進してい
くなかで、中津川市から岐阜県に働きか
け、「県営農村環境整備事業」として中津川
市内への小水力発電の導入計画が進められ
た。2009 年には、「中津川小水力発電基本
構想」が策定され、市民調査により中津川
市内に 15 箇所の候補地を選定した。その
候補地の中から、慣行水利権であること
と、防火用水や消雪用水などにも使用され
る地域用水であること、農閑期の冬場でも
一定の水量が確保されていることから、小
郷用水路が選ばれたのである。また、事業

化が期待できる規模の落差と水量を有して
おり、採算性が見込まれていた。

　以下、各導入事例は、①、②、③、④と
する。

2．導入された小水力発電の発電能力と
規模

　導入された、4事例の小水力発電の発電
機形式、発電能力を表 2にて示した。

表 2　発電機の形式と発電能力

NO 発電機形式 落差
（m）

流量
（㎥ /s）

発電量
（kw）

① 相反転方式 0.5 0.108992（冬）
0.217687（夏）

0.4（冬）
0.8（夏）

② 螺旋式 0.8 0.00051（冬）
0.0017（夏）

0.003（冬）
0.01（夏）

③ クロスフロー
水車方式 11 0.012 1

④ 横軸フランシ
ス水車方式 61.55 0.46 220

※流量は公式なデータがないため、筆者により試算
した（9）。
※①、②は、季節により流量が異なる。農閑期の冬
場は流量が減少する。
※流量と発電量は理論値である。天候や降水量、農
業状況、発電機の効率などにより実際の数値とは
異なる。
※ヒアリング調査より筆者作成。

　①で導入された小水力発電の発電機は、
相反転方式である。相反転方式は、落差が
1mもあれば発電が可能で、発電の効率が
高く簡便性に優れている。季節により流量
を調整するため、発電量は 0.4kw ～ 0.8kw
となっている。
　②で導入された小水力発電の発電機は、
螺旋式発電タイプである。この螺旋式の特
徴は、低落差でも発電が可能で、主に水の
流れで回転させ発電する仕組みである。発

表 1　4つの事例概要

NO 地域 導入用水路
① 三重県多気郡多気町 立梅用水

② 愛知県蒲郡市 豊川用水大内支線大内
揚水機場内

③ 愛知県新城市 四谷千枚田内に流れ落
ちる湧水

④ 岐阜県中津川市 小郷用水

※ヒアリング調査より筆者作成。
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電量は最大で 0.01kwと少ないが、②には、
2基設置している。
　③で導入された小水力発電の発電機は、
永久磁石を取り入れたクロスフロー水車方
式である。落差が 11m あり、発電量は最
大で 1kwとなっている。
　④で導入された小水力発電の発電機は、
横軸フランシス水車方式である。落差エネ
ルギーを有効活用するために、水圧管路
を埋設し貯水槽に水を貯め込み 61.55m の
落差を活かす工夫により、最大発電量は
220kwが見込まれる。
　①と②は、低落差に対応した発電機を導
入し、主に流量を電力エネルギーに変換し
ている。発電能力は低いが、小規模で簡易
タイプなことから非常に汎用性が高い。農
業用水路内に固定できれば、発電ポテン
シャルを問わず、どこでも導入が可能であ
る。
　③は、流量があまり多くないが、落差エ
ネルギーを有効活用するために、湧水の落
下地点に発電機を導入し電力エネルギーに
変換している。①と②と比べると発電量は
増えるが、落下地点など導入場所は限定さ
れるのが欠点である。
　④は、売電収益を得ることが導入目的で
あるため、採算性が期待できる落差を有す
る導入場所を選定している。
　以上のことから、①と②のように農業用
水路内であれば流量が得られるため、どこ
でも導入可能なタイプと③と④のように有
効落差を必要とし、落下地点に導入するタ
イプに分かれる。①と②は、簡易で汎用性
が高いが、発電量はあまり多くない。一方
で、③と④は、発電量は多いがある程度の
落差を必要とするため、どこにでも導入す
ることはできない。

3．導入費用と稼働状況
　4事例における導入費用と負担主体、稼
働開始時期、発電機の管理主体を表 3にて
示した。

表 3　小水力発電の導入と稼働状況

NO 稼働開始
時期

費用負担の
内訳 導入費用 発電機の

管理主体

① 2012 年
8 月

自主事業（未
公表） 未公表

立梅用水
土地改良
区

② 2014 年
2 月

愛知県（90 万
円）・蒲郡市
土地改良区
（60 万円）

150 万円 蒲郡市土
地改良区

③ 2013 年
6 月

愛 知 県（400
万円） 400 万円 愛知県

④ 2014 年
2 月

国（1 億 7000
万円）・岐阜
県（8500 万
円）・中津川
市（8500 万
円）

3億
4000 万円

小郷水利
組合

※①は、ヒアリング調査では未公表である。
※ヒアリング調査より筆者作成。

　①の小水力発電の導入初期費用は、ヒア
リング調査では公表されていない（10）。日
常的な管理は、立梅用水土地改良区により
行われている。
　②における、小水力発電の導入初期費用
は、総額で 150 万円程度である。費用負担
の内訳は、愛知県が単独土地改良事業とし
て 90 万円を補助し、残りの 60 万円は蒲郡
市土地改良区が負担している（11）。発電機
の日常的な管理は、蒲郡市土地改良区の事
務局を担当する蒲郡市の職員（12）が、見回
りを行い、ごみの巻き込み防止ネットに掛
かったごみを回収している。導入された農
業用水路は、大半が暗渠化されており、ご
みの巻き込みなどのトラブルはほとんどな
い。
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　③の小水力発電の導入初期費用は、総額
で約 400 万円程度である。導入主体である
愛知県が、「中山間ふるさと・水と土保全
対策事業」の補助金を活用し、新城市や受
け入れた四谷地区や連合地区は、費用負担
は課せられていない。発電機の日常的な管
理は愛知県が実施している。愛知県職員が、
発電量の計測を兼ねて月 2回、導入された
農業用水路内のごみ掃除を行っている。仮
に、発電機が故障した場合は、予算を計上
し修理することになっている。
　最後に④では、小水力発電を導入する
初期費用は、農林水産省の「地域用水環境
整備事業」を活用し国が 1 億 7000 万円、
岐阜県は「県営農村環境整備事業」を活用
し 8500 万円、中津川市は事業負担として
8500 万円を負担する、総額 3億 4000 万円
の事業である。この発電機および施設は、
県営施工により実施されたが、運営主体で
ある中津川市へ無償譲渡されている。
　発電機の日常的な管理は、売電収益の中
から人件費を計上し、小郷水利組合に委託
している。

4．導入主体側の導入目的と電力活用状
況

　本研究では、4つの小水力発電の導入事
例に着目し、導入目的と発電された電力活
用状況を表 4にて示した。
　①の事例は、人口減少問題を抱える地域
における、農業振興を含めた地域活性化を
図るまちづくりの取り組みである。②、③
の事例は、小水力発電の導入を推進させる
社会実験としての取り組みである。④の事
例は、売電収益を公益的に活用する取り組
みである。
　②～④の事例は、行政主導により導入が

進められ、受け入れ側の農業用水路の管理
主体は、スムーズに受け入れを容認してい
た。表面上は軋轢は生じていないが、各々
の農業用水路の管理主体ごとに受け入れる
ことに対する思惑があったようだ。
　以下にて、導入目的、電力活用状況、導
入農業用水路の管理主体における受け入れ
要因を考察する。

表 4　導入目的と電力活用状況

NO 導入目的 電力活用
状況

導入農業用水
路の管理主体

① まちづくりへの
展開

地域活性化に
向けた取り組
みに活用

立梅用水土地
改良区

②
愛知県の導入計
画に呼応（施設
維持費）

緊急時の電源
供給

蒲郡市土地改
良区

③
愛知県の導入計
画に呼応（事業
アピール）

観光施設の電
源供給

四谷集落と連
合集落、両方
の水利組合

④ 売電（中津川市
の農業振興） 売電収益

小郷水利組合
（小郷集落全
戸加入）

※ヒアリング調査より筆者作成。

　①については、自主事業として地域資源
を有効活用し農村の地域活性化を図る、エ
ネルギーの地産地消による取り組みであ
る。この取り組み背景には、多気町勢和地
区（旧勢和村）では、耕作放棄地の増加に
より集落機能の低下や農村景観の荒廃など
の問題が顕在化していた。兼業農家の増加
により、5つの集落が維持管理し支えてき
た地域用水機能を併せ持つ、立梅用水と地
域住民の関わり方の希薄化に危機感を抱い
た、立梅用水土地改良区がまちづくりを推
進してきたのである。
　地域活性化に向けた地域ビジョンを描
き、小水力発電の導入を進めてきた。この
ような過程を経てきたのは、立梅用水を地
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域資源の一つであると明確に位置付けし、
立梅土地改良区を中心とした協議会運営に
よるまちづくりの体制づくりが大きいと考
えられる。協議会は、旧勢和村内の多様な
主体が参画しており、地域の課題を共有し
スムーズな対応が可能なことも、柔軟で迅
速な行動につながるのである。小水力発電
によって発電された電力は、農村が抱える
問題解決に使用される。例えば、高齢者を
対象とした電気自動車による福祉見守りパ
トロール、農村活性化に向けた獣害対策や
6次産業化の推進、地域の生活を向上させ
る防災見守りパトロールなどに使用されて
いる。
　②における特筆すべき点は、蒲郡市土地
改良区の事務局が蒲郡市役所内にあり、蒲
郡市職員が蒲郡市土地改良区の事務局を
担っていることである。そのため、実質的
に小水力発電の導入側と受け入れ側が同じ
なので、軋轢や温度差はほとんど見られな
い。しかし、蒲郡市土地改良区に所属す
る 60 代以上の高齢農家は、小水力発電の
導入を打診した時には反応は芳しくなかっ
た。導入の負担金が一切課せられず、日常
的なメンテナンスは蒲郡市職員が実施する
ことから、最終的に受け入れられた。受け
入れを合意したことで、老朽化していた受
け入れた農業用水路周辺の関連施設は、愛
知県からの補助金の一部を用いて修繕され
ている。この補助金の用途が、受け入れの
後押しとなったのである。
　②の地域における電力活用状況を見てい
く。蒲郡市は、約 47kmもの海岸線を有し
ており、大地震発生に備えて津波対策や減
災対策を講じる必要があった。そのため、
緊急時に備え小水力発電により発電された
電力は、小型バッテリーに蓄電し携帯電話

やスマートフォンの充電に使用されること
になっている。
　③は、愛知県初となる農業用水に小水力
発電を導入した事業である。受け入れた農
業用水は、棚田百選に選出されている四谷
千枚田を潤しており、導入主体である愛知
県は知名度を活かした発信力を期待したの
である。発信力による影響を期待したのは、
受け入れ側の四谷集落と連合集落の 2 集
落、鞍掛山麓千枚田保存会も同様である。
　発信力を期待する背景には、四谷千枚田
のある立地や四谷集落と連合集落が抱える
高齢化の問題がある。四谷千枚田は、棚田
の集積による美しい棚田景観で新城市有数
の観光資源となっている。しかし、農家の
高齢化が、棚田の耕作放棄地の発生に拍車
を掛けており鞍掛山麓千枚田保存会は危機
感を抱いたことがスムーズな受け入れにつ
ながったのである。
　美しい棚田景観を観光資源として発信す
ることで、アクセス条件が悪い中山間地域
であっても多くの観光客が訪れている。そ
のため、小水力発電により発電された電力
は、トイレの照明やライトアップに使用し、
観光客に還元されている。
　④の取り組みは他の①～③と異なり、受
け入れた地域内で電力を使用せず、売電収
益を目的としている。売電収益は、中津川
市内の農業振興に充てられることになって
いる。ただし、当初の導入計画では、売電
ではなく環境問題の解決に向けた再生可能
エネルギーを導入することであった。その
ため、市民調査を実施し、小水力発電が導
入できそうな規模を有する、15 箇所の候
補地を選定したのである。
　小水力発電が導入された小郷用水路は、
農業用水路であるが防火用水や消雪用水に
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も使用される。地域用水の機能を併せ持つ
ことから、区長が水利組合のトップを兼ね
ている。小水力発電を受け入れた小郷集落
と、受け入れた農業用水路を管理する水利
組合が実質同一であることも、大きな波風
が立たない要因である。

5．電力活用に対する受け入れ主体の反
応

　4つの事例ごとに、小水力発電の導入を
受け入れた、地域や集落などの反応を表 5
にて示した。
　①は、導入主体と受け入れ主体が同一で
ある。②、③、④は、行政主導で導入が進
められており、受け入れ側は拒絶理由が無
く、大きな反対は無い。

表 5　受け入れ側の反応

NO 導入主体 導入農業用
水路の水利権

関連する地域
および集落な
どの反応

①
協議会（事務局：
立梅用水土地改
良区）

慣行水利権 積極的にまち
づくりへ展開

②

愛知県＋蒲郡市
土地改良区（実
質：愛知県＋蒲
郡市）

慣行水利権 無反応

③ 愛知県 慣行水利権 大多数は無反
応（13）

④ 中津川市 慣行水利権 無反応＋陳情

※ヒアリング調査より筆者作成。

　しかし、発電された電力を活用する段階
で、受け入れ主体の意識変化などの反応が
見られた。
　自主事業である①については、立梅用水
土地改良区が小水力発電の導入以前におけ
る、まちづくりに関わる経緯や背景を整理
する。土地改良区の大きな役割は、農業用

水路の管理や農地整備で、農家のための組
織である。立梅用水土地改良区は、地域の
農業振興に向け、立梅用水路を粗放的な維
持管理が可能な三面コンクリートへ改修を
進めていた。　
　若い兼業農家が地域内に増加しており、
農作業の効率化においては、立梅用水の改
修は不可欠である。しかし、効率化の追求
は、農家と農業用水との関わり方を希薄と
した。このままでは、地域内のつながりが
弱体することが懸念された。そこで、農村
にとって大事な水や土を見直す、まちづく
りを積極的に展開し、人を育む活動を取り
組むことにしたのである。
　しかし、立梅用水土地改良区に所属する
農家だけでなく、地域住民からもまちづく
りの展開に対する賛同は、あまり得られな
かった。地域用水を兼ねていたが、大多数
の意見は土地改良区が率先してまちづくり
に取り組む必要はなく、適切な通水に向け
た用水路の管理だけを行うことであった。
　では、農家や地域住民は、どのような意
識の変化があったのだろうか。地域事情を
踏まえて、整理する。
　旧勢和村は、人口が 5000 人程度の小規
模行政であったが、地域住民が取り組むま
ちづくりに対して熱心にバックアップし、
地域の基盤を強固にしてきた実績がある。
そのため、さまざまな取り組みを通じて、
地域住民の中からリーダー層が産まれ育つ
環境が整ったのである。これらのリーダー
層は、地域住民の関心が低くなった立梅用
水路沿いに、アジサイを植林し豊かな農村
景観づくりを展開したのである。美しい農
村景観は、地域住民の共通する地域資源と
なる。慣行水利権であるため、地域用水と
しての水利用ができ、柔軟に対応ができた
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ことも功を奏したのである。
　まちづくりの展開として、農村の問題で
ある獣害対策、高齢化の進んだ地域の問題
である高齢者の見守りサービスの充実や防
災パトロールの必要性が高まり、電気自動
車のエネルギー源の確保に向けて、小水力
発電の導入に至ったのである。
　②における、小水力発電の導入を受け入
れた背景を整理する。小水力発電が導入で
きる候補地を多く有する蒲郡市は、愛知県
主導による小水力発電導入計画に賛同し、
みかん栽培に使用する揚水機場ファームボ
ンドに流れ込む農業用水路内に受け入れた
のである。
　みかん栽培のため、年間を通じて豊富な
水量が確保できること、蒲郡市土地改良区
による維持管理が行われていること、慣行
水利権の農業用水であるため迅速に手続き
が可能なことが、導入された要因である。
　受け入れ側の反応は、主に蒲郡市土地改
良区に所属する農家役員のみで、非農家の
地域住民や役員を務めていない農家の反応
はほとんど無かった。反応が無かった理由
としては、ごみの回収などの日常的な見回
りを、蒲郡市土地改良区の事務局を担う蒲
郡市職員が実施することになっていた。小
水力発電に関する費用負担は、農家側に課
せられない確約があった。農家側からする
と、小水力発電を受け入れても、水量は変
わらず労働と費用の負担が無いことから、
反対意見は無く、次第に関心が乏しく無反
応となったのである。なお、これら受け入
れの経緯は、蒲郡市土地改良区内に留まっ
ており、非農家である地域住民は小水力発
電の稼働状況や電力用途を伝える新聞記事
などの情報提供のみであった。そのため、
小水力発電の導入計画時や稼働時の関わり

が希薄で、関心が持てず無反応であったと
考えられる。
　③の小水力発電の導入を受け入れた背景
は、愛知県が再生可能エネルギーの普及に
力を入れており、愛知県初の農業用水路へ
導入した事業として取り組まれたことであ
る。
　小水力発電を受け入れることの合意は、
四谷集落と連合集落のリーダー層と愛知県
の間で進められている。双方の合意形成が
スムーズに図られた要因には、費用や労働
の負担、農業に支障が無いこと、四谷千枚
田という観光資源の注目度向上、発電され
た電力用途への期待があったのではないか
と考えられる。
　まず、地元の負担状況であるが、愛知県
の事業であるため、費用負担や日常的な管
理は愛知県が実施し、地元への負担は無い。
導入された発電機は、主に落差をエネル
ギーに変換しており、水量の変化は特に無
い。湧水の農業用水であるため、慣行水利
権で活用することの理解を得やすかった。
　観光資源である四谷千枚田は、棚田を所
有する農家だけでなく、両集落のシンボル
として脈々と守り続けてきたのである。愛
知県で農業用水路へ初めて小水力発電を導
入したことで、四谷千枚田という観光資源
に再度注目が集まり、高齢化が進み停滞気
味の保全活動を盛り上げる気運にしたい想
いがみえてくる。
　電力用途として、四谷千枚田内に農地を
所有する農家の希望は、獣害対策の電柵、
農道の外灯など農業振興への活用である。
しかし、両集落には、電力用途に対する別
の思惑があったようである。市境の少子高
齢化が進行し中山間地域に位置する地域に
は、上水道の配備が難しいのが現状である。
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そのため、ポンプを稼働し簡易水道を引き
込んでいる。ポンプを稼働する電気料金は、
年間 20 万円程度で、両集落の住民が負担
をしていた。このことから、小水力発電を
導入することで、電力や電気料金を賄えな
いかと期待されていたのである。
　④における、小水力発電の導入と受け入
れ背景を整理し、受け入れ側の主体である
小郷集落との関わり方と反応をみていく。
④の事業は、小水力発電の売電収益を中津
川市内の農業振興に活用するため、採算性
が見込める規模の落差と水量を満たす農業
用水路の小郷用水路に導入したのである。
　2002 年頃から、中津川市は環境問題の
解決に向け地方自治体での取り組みを模索
してきた。2005 年の合併により、小郷集
落のある旧加子母村を含む新中津川市が誕
生するが、基本方針は継続された。2009
年に、市民調査で 15 の小水力発電の導入
候補地が選定されたのである。また、導入
計画時は、1kWh あたり 15 円程度しか売
電収益が見込めず、あまり期待はされてい
なかった。
　小郷集落からすると、合併により環境保
全や農村活性化に向けた取り組みの影響を
受けることに、違和感があったのではない
かと考えられる。昔から、自分たちが農業
生産と日常生活に使用し管理してきた小郷
用水路内に、合併により誕生した新中津川
市全域の農業振興を図る費用確保のため
に、小水力発電を受け入れる不公平感が、
一部小郷集落の住民に燻っていたのであ
る。一方で、新中津川市全域を対象とした
農業振興に売電収益を活用することは、小
郷集落の住民からすると非現実的で当事者
意識を持つことが難しかったのである。
　小郷集落は、区長を中心に堅実なまちづ

くりを行ってきたが、最近では、まちづく
りや地域の事に無関心な高齢住民の存在が
目立つようになっていた（14）。小水力発電
を導入する段階では、一部小郷集落への優
先的な還元を求める声があったが、この無
関心層の存在もあり、大きな声にはならず
スムーズに合意形成が図られたのである。
　しかし、小水力発電の稼働段階に入って
から、固定価格買取制度がスタートした。
電力の買取価格が 1kWh あたり 29 円に跳
ね上がり、年間の売電収益は約 4900 万円
と倍増した。この大幅な売電収益の増加に
より、小郷集落内に燻る不公平感が不満と
なり表面化した。一部の農業生産法人は、
優先的な還元を求め、中津川市へ陳情を
行っている。税金を投入した行政主導の事
業であるため、公平に中津川市全域に還元
する旨を説明し、現在では理解を得られて
いる。

6．農業用水路への小水力発電の導入条
件分析

　農業用水路への小水力発電の導入が可能
かどうか、本研究対象事例から条件を分析
する。導入条件は、1）慣行水利権の有無、
2）地域内の結束力、3）水利組織の関与有
無、4）地域の課題解決への貢献、5）まち
づくりへの展開、などで、表 6にて取りま
とめる。
　①～④の事例における小水力発電が導入
された農業用水路の共通点は、全て普通河
川や湧水から取水された慣行水利権の農業
用水路であった。水利権が複雑に絡み合う
地域では、煩雑な事務作業や権利者との調
整など莫大な時間と手間が生じる。特に、
行政主導で迅速に導入を進めた②～④の事
例では、慣行水利権であることを事前に調
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査し事業に取り組んでいた。
　その他に、地域用水を兼ねる、もしくは
冬場にも一定の水量を確保できる農業用水
路へ導入されている。小水力発電は、水量
と落差があれば、いつでも発電が可能なこ
とが利点である。そのため、農閑期である
冬場に、一定の水量確保が課題となる。①
と④は、地域用水を兼ねており、冬場も水
量が保たれている。②は、冬場もみかん栽
培に水を使用することから、水量の確保が
可能である。③については、主に発電は平
成の大渇水でも枯渇しなかった、鞍掛山の
湧水を使用しており水量は確保されてい
る。
　次に、地域内の結束力を見ていく。①の
事例では、昔から地域資源である立梅用水
を活用し、地域住民と一体となり、まちづ
くりを展開してきた。小水力発電の導入に
ついても、電力を活用した、次なる展開を
視野に入れた動きである。また、立梅用水
土地改良区だけでは、さまざまなまちづく
りに取り組むことは不可能である。地域内
に協議会を立ち上げ、地縁組織や学校関係
や民間企業などを巻き込み、活動を展開し
ていた。このことから、地域内の結束力が

盤石であることは明白である。
　②～④の事例は、行政主導で小水力発電
を導入している。各行政の担当者にヒアリ
ング調査を実施したところ、共通して結束
力の強い地域や集落に受け入れを依頼して
いた。しかし、この結束力が強いという捉
え方や認識は、受け入れ側へのヒアリング
調査の実施により相違がみられた。
　行政側は、農業用水路の維持管理を定期
的に行うこと、区長などを中心としたリー
ダーの存在、反対意見が無くリーダーを中
心に合意形成が得やすいなどを、地域や集
落の結束力が強いと認識している。
　実情では、②は導入主体と受け入れ主体
が同一の蒲郡市土地改良区ではあるが、事
務局体制は蒲郡市が担っている。そのため、
事務作業から維持管理の手配まで、蒲郡市
職員が中心に行っている。所属農家に費用
や労力負担が無いことから大きな反対は無
く、当事者意識が乏しく現状をほとんど関
知せずに、受け入れの合意に至ったのであ
る。
　③については、鞍掛山麓千枚田保存会に
所属する、四谷集落と連合集落のリーダー
層を中心に話を持ち掛けている。両集落に
費用や労力負担が無く、四谷千枚田の保存
活動の活性化、簡易水道のポンプ稼働に必
要な電気料金利用などが電力用途となるこ
とを期待し、受け入れたのである。両集落
の大半の住民は、詳細な経緯は把握してい
ない。
　④においては、売電収益を中津川市全域
の農業振興に活用する取り組みで、社会的
意義や話題性に富んでいることから、各種
マスコミでも取り上げられている。行政か
らの情報発信に加え、区長会などを通じて
伝達されたが、小郷集落住民は事業内容を

表 6　農業用水路への小水力発電の導入条件

NO

1）
慣行水
利権

2）
地域内
の結束
力

3）
水利組
織の関
与

4）
地域の課
題解決へ
の貢献

5）
まちづく
り展開

① 有 強い 有 高い 見られる

② 有 弱い 有（無）低い 見られな
い

③ 有 普通 無 低い
（普通）

やや見ら
れる

④ 有 普通 無 高い
（低い）

見られな
い

※（　）は、受け入れ主体としての状況。
※ヒアリング調査より筆者作成。
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あまり理解していなかった。
　以上から、行政主導の②～④の事業では、
地域や集落に費用や労力の負担が無いこと
から、地域の事に無関心な住民が大半を占
めていても、一部のリーダー的存在により
まちづくり活動が進められ、大きな反対が
生じない状態であった。このことが、時間
的な制約がある中で、行政側は合意を得や
すい地域や集落を地域の結束力が強いと判
断したようである。
　水利組織の関与は、①では水利組織の自
主事業であり、導入と受け入れなど直接的
な関与が見られた。②～④については、行
政主導で導入され、水利組織が受け入れる
構図となる。しかし、小水力発電の日常的
な維持管理は、導入した行政が担っている
ことから、水利組織の負担はほとんど無い。
②は、水利組織も導入主体に含まれるが、
実質的な役割や機能は担っていない。
　地域の課題解決への貢献について見てい
く。①の事例は、農村の地域課題を解決す
るのに必要な電力を得るため、小水力発電
を自主事業として導入している。行政主導
である②～④の事業と異なる点は、地域の
課題解決に向けたビジョンを描き、活動に
取り組んでおり貢献度は大きいと考えられ
る。
　②～④の事業については、少なからず社
会的意義を含んでいるが、地域課題の解決
という観点からは貢献度は低いと言わざる
を得ない。直接的に電力を活かした課題解
決の取り組みではなく、間接的な活用にと
どまっている。③においては、間接的に存
在することで、両集落住民の心の拠り所と
して機能し、四谷千枚田内の耕作放棄地の
解消や保存に向けた活動展開など、段階的
に地域課題解決に向けた活動の、きっかけ

となることを期待したい。
　④も同様で、受け入れのみでは間接的な
関わりで終始する。社会的意義のある事業
であっても、接点が無ければ当事者意識を
持てず、次のまちづくり展開を期待できな
い。売電収益は、中津川市全域を対象とし
た農業振興に活用されることになっている
が、行政が細部まで振興の用途を決めず、
農業振興対象地域の住民に振興用途の裁量
を持たせることで当事者意識が芽生えてく
ると考えられる。全ての中津川市民が、当
事者意識を持つことで関心が高まり、市民
主体の実りある農業振興へと発展していく
のではないか。このことは、小郷集落の住
民も同様である。

おわりに
　本研究では、小水力発電を導入した 4事
例を取り扱い、導入背景、電力の活用状況、
受け入れ側の反応、導入可能な条件の分析
などから、まちづくりへの影響を明らかに
した。
　自主事業として、地域課題の解決に向け
て電力を活用するために導入した①の事例
では、地域内の結束力が強く、次から次へ
とまちづくりの展開が見られた。一方で、
行政主導で導入された②、③、④の事例で
は、導入主体である行政側からは地域の結
束力が強く、まとまりがあることから受け
入れを依頼していた。しかし、受け入れ側
は、受け入れることに対する反応に乏し
かった。そのことが、電力を活かし地域課
題の解決に取り組むまちづくりにつながら
なかった要因だと考えられる。
　行政主導の事業であるため、受け入れ側
は当事者意識を持てず無関心である。発電
された電力の用途が、観光振興や農業振興
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や災害時対応など間接的であれば、受け入
れた地域や集落の住民が直接関わることは
難しい。受け入れ住民の意思を電力用途に
反映できると、生きた電力活用につながる
だろう。
　小水力発電の導入に適した場所は、中山
間地域の農山村に多い。農業や林業などに
直接活用することで、当事者意識は芽生え
る。地域資源を適切に維持管理してきた地
域住民たちが、地域資源を活用し得られた、
再生可能エネルギーの用途に対する意思反
映を可能にすることで、地域の発展に大き
く貢献できるのである。
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（2）日本の国土面積は約 7割を、中山間地

域が占めている。中山間地域の特性に、
傾斜地が多いこと、水資源が豊富な河川
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学会誌』94 巻、7号、2015、pp.83-88。

（8）旧加子母村は、2015 年の合併により中
津川市に編入された。

（9）P（発電出力）kW　=　9.8（重力加速度 
× 水の密度）（㎥ /s）　×　H（有効落差）
（m）　× 0.72（発電機や水車の効率）の
式を用いて試算した。

（10）発電機製作を担当したメーカー資料
によると、改良した 2機分で 900 万円の
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建設費となっている。
（11）蒲郡市が、蒲郡市土地改良区に 60 万
円を補助している。

（12）蒲郡市役所農林水産課内に、蒲郡市
土地改良区の事務局が置かれている。こ
の事務局に蒲郡市の職員が配置されてい
る。

（13）四谷集落、連合集落のリーダー達の
大多数は、鞍掛山麓千枚田保存会に所属
している。

（14）加子母総合事務所所長へのヒアリン
グ調査を実施した。


